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現在に至る 。

2 地方鉄道総 (JJW来線) i符岡県下， 東海道木総袋井， í(!Ii校

の両駅に迎給，静岡線新静岡 ・ 新fi'17.K flJJ 11 km 動力電気，軌

l悶1.067m 波紋，旅客巡輸を目的とする。 明治 31 ・ 8 ・ 2 1 特約 ，

同 41 ・ 12 ・ 9 運輸開始，昭和 20 ・ 12 ・ 1 地方鉄道に変更。駿迷線

大手 ・ 社袋井間 64.6km ， 動力蒸気 ・ jí 'l リ γ ， 軌附 0.762 m ，

明治 44 ・ 8 ・ 28 大手 ・遠州川崎ff.lj 20km の免許を う け， 大正 2 ・ 11 ・

13 より同 13 ・ 4 ・ 4 までに全線開業， 他の区間は昭和 21 ・ 1 ・ 28 ま

でに順次免前 ， 同 23 ・ 9 ・ 6 ま でに開業。

(未成線) 静岡市栗原11汀(運動場前) ・ 相川間 27 .5 km，昭和

25 . 12 ・ 23 免許，工事施行未認可。 桜橋 ・ 駒魁間 4.4 km，昭和

19 ・ 10 ・ 30 免許， 同 20 ・ 5 ・ 4 着工，現在工事中止中。いずれも動

力施気， 軌間1.067 m。

3 運輸慨況

(地方鉄道)

P7ゴL竺 1 11百和1 281 
旅 客輸送人口 (千人) 16,248 

人 キ ロ(千) 104,4 29 

貨物輸送トン数(千 t) 46 

ト γ キロ(千) 931 

旅客 収 入(千円) 211.300 

貨物 収 入 い ) 14 ,808 

巡繍雑収(，，) 5,991 

収入合計(，，) 232,099 

営 業 '1'1 (,,) 224 ,280 

営業利益(，，) 7,820 

泊業係数(%) 97 

01坑 J邑)

γ子よと| 昭府1 281 
旅客輸送入品(千人) 11,680 

ノ \ キ ロ(千) 27,826 

貨物輸送ト γ数(千 t ) 2 

ト γ キ ロ(千) 11 

旅客収 入 (千円) 53,593 

貨物収入(，，) 762 

組輸雑収(，，) 1,154 

収入合 計 (，，) 55,509 

営 業 'i'I. (,,) 52,947 

皆吉長 利益(，，) 2,562 

?昌 吉良係数(出) 95 

4 軌道線

29 30 

17,024 18,016 

106,487 112,469 

56 56 

1,043 1,107 

225,779 23し 175

15,918 15,925 

3,388 3,509 

245,084 250,609 

237,960 246,710 

7,125 3,899 

97 92 

29 30 

12,454 12,805 

95.896 27,810 

1 1 

8 11 

55.587 63 ,025 

639 659 

293 397 

56,520 64,081 

55,737 62,381 

782 1,700 

99 94 

\~Y-ft I河市内線 静岡駅前 ・ 安西間 2 km , 1i~1~水市内総~ r)Æ~~ ' 横

砂 IH1 4.6 km，秋葉市止 袋井駅前・遠ナ|慨がlJ]問 12.1km および休

止"1" の可|睦仁l ・ 可|極IMJ 1.1 km，動力電気， 軌臨J 1.067 m，治水市

内線を除き単線，旅客運輸を目的とする。明治 31 ・ 3 ・ 1 8 歓楽線

袋升駅前 ・ 戸制ii間特許， 同 35 ・ 1 2 ・ 1 8 開業，その後日百和 3 ・ 1 ・ 10

ま でに全線を特許， 同 4 ・ 7 ・ 24 までに全通。

5 沿線の観光地 登呂逃跡(新静岡駅)，日本平 (1客様，狐

ケ崎駅) ，久自E JlI 東照宮(喜OC iii駅)，三保(消水市内線港橋)。

(嵯峨野稲次)

しずかごう 静号 L* 義経号 l ， L * 弁慶号l f.こ引続き ， アメ リ

カ のポ - 31 一 会社から幌内鉄道会

社が輸入した同形の機関車。大正

7 年日本製鋼室協i工場に売却され，

その後タンク機関車に改造されて，

川内入換nJ として励いていた。た

またま L義経勾 1 復元の設が起っ

た とき ， 本|畿も復元されることに

なり ， 国鉄に綴波され，前五II工場

で原形に復され， 現在同工場に保

管されている。(高桑五六)

的 号

しせっかんさいん 施設監査員 国鉄の現場における施設凶

係業務の合理化と，作業能率の増進をはかるため， 昭和 25 ・ 10

に鉄道管思!局に設置されたもの。施設監査員は施設部または電

気部に所属 し ， 部長の指J箪を受けて施設部または電気部関係の

現場を巡回 し (1) 法規 ・ 準則および指示の徹底 (2) 線路 ・

建設物 ・ 1[1力施設 ・ 信号通信施設および繊械の保守に以lする指

滋および股査 (3) 工事の適正な突胞に際lする指導および!詑査

(4) 事故および災害時等における応急処位を行うこ と を任務と

している。任命は鉄道管沼!局長が行う。(官奴正直)

しせっ こ うじょうか し 伊 施設工事用貨車 施設工IJI，たと

えば新建設絞または発電所等の， 施設工事に使用する目的で製

作した施設所属貨車だけでは足りない場合に，運輸上支障のな

いかぎり ， 一般の営業用:J;'i:1fïを施設工事用に一時貸波して使用

するものをい う。営業用貨111を施設工事用として鉄道部内の工

事j刊に使用する場合は， 車両貸渡および使用規則によ っ て 11'渡

しの手がしをしなければならない。 貸渡しを受け施設工事mに使

用する場合は， 施設所属貨111 と同様に取扱うから， 営業用貨車

と 区別するため， その貨車の車体両側に L 工事用 Jlïl と記

載した長さ 45cm ， 隅 15cm の木札をつけることにな っ ている。

(宮地突雄)

しせってつどう 私設鉄道(英)private railroad ('!!1� Pri vat-

eisenbahn 悩人または会社の所有経営にかかる鉄道。私有鉄

道 ・ 民滋鉄道ともいう。わが国ではこの言葉は * 私設鉄道条

令および本私設鉄道法が公布された時代に始まった民間企業

の鉄道を指したのであるが，この法律はすでに廃止されてい

るので，現在は法文上は地方鉄道または軌道といわれている。

ー」固有鉄道。 (間田筑次)

しせってつどうじよう れい 私設鉄道条例 弘人が敷設経営

する鉄道にl却する 主JV\皇を定めた勅令であ っ て， 明治 20 ・ 5 勅令

第 12 号をも っ て制定された私設鉄道に対する最初Jの盟主督法令

である。

1YJ 治初期における私設鉄道に関する監償法令は， 鉄道略l'I\]'

鉄道犯罪問例，火薬類鉄道連送条規がある程度であ ったから ，

1Ji~.'1主規定は事業免許に際して下付される命令書の条項によって

定める状態であ っ た。しかし政府の私設鉄道に対する敷設方針

が確定され，また民間における鉄道企業の興隆に伴なって監督
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